
中小企業・小規模事業者向け 

｢働き方改革｣個別相談会 
「働き方改革」 

に取り組む事業主の皆様を支援します 
 ●「３６協定」について詳しく知りたい    ●生産性向上による賃金引き上げの支援制度 

 ●賃金引き上げに活用できる国の支援制度  ●人材不足に対応するための手立て 

 ●非正規雇用の待遇                      ●人材確保・育成を目的とした雇用管理改善 

 ●時間外労働の上限規制への対応          ●「就業規則」の見直し 

 ●「同一労働同一賃金ガイドライン」を参考にパートタイマーの処遇改善 

10月 24日 １月 23日 

11月 28日 ２月 27日 

12月 26日 ３月 26日 

開催日 ：毎月第４火曜日（祝日等の休日の場合は開催なし） 

開催時間：１０時～１６時（正午から 13 時までの休憩時間除く） 

相談時間：概ね 1コマ 50分程度 

開催場所：北上商工会館 
 

切り取らずに返信して下さい（FAX：６４－２６５６） 
 

事業所名／連絡先 （        -        -        ） 

ご希望相談日        月      日 

ご希望時間 

 

 □ 10：00～10：50  □ 11：00～11：50  □ 13：00～13：50    

 □ 14：00～14：50  □ 15：00～15：50 
 

相談内容  

 

お申し込み・お問い合わせは北上商工会議所経営支援課まで（☎65-4211） 


